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人
間
ド
ッ
ク
費
用
助
成 

 【
内
容
】
人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
の
２
分
の
１ 

（
上
限
２
万
５
千
円
）
を
助
成 

【
要
件
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方 

①
申
請
日
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お

り
、
請
求
時
に
継
続
し
て
被
保
険
者
で
あ
る
方 

②
年
度
当
初
に
18
歳
以
上
の
方 

③
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
に
未
納
が
な
い
世 

 

帯
に
属
す
る
方 

④
検
査
結
果
数
値
を
特
定
健
康
診
査
等
に
利
用 

 

す
る
こ
と
に
同
意
で
き
る
方 

【
申
請
方
法
】
受
検
前
に
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用

の
お
お
よ
そ
の
金
額
及
び
受
検
医
療
機
関
名
、

受
検
日
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
、
印
鑑
と
国
民

健
康
保
険
証
を
持
参
し
国
保
年
金
課
又
は
支

所
・
出
張
所
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
支
給
方
法
】
検
査
費
用
を
全
額
負
担
し
て
い

た
だ
き
、
申
請
の
際
に
案
内
を
す
る
必
要
書
類

を
提
出
の
上
、
助
成
額
を
振
込
し
ま
す
。 

※
一
部
医
療
機
関
で
は
、
健
診
時
の
支
払
い
の

際
に
助
成
額
を
差
引
い
た
金
額
の
支
払
が
可
能

で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

  

 

特
定
健
康
診
査
・
若
者
健
康
診
査 

 【
要
件
】 

○
特
定
健
康
診
査
…
年
度
当
初
40
歳
以
上
で
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者 

○
若
者
健
康
診
査
…
年
度
当
初
18
歳
以
上
で
特

定
健
康
診
査
該
当
年
齢
前
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者 

【
申
請
方
法
】
該
当
の
方
に
は
、
令
和
２
年
６

月
下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
。 

【
健
診
期
間
】
令
和
２
年
11
月
30
日
ま
で 

【
健
診
費
用
】
無
料 

【
実
施
場
所
】
市
内
指
定
医
療
機
関 

  
集
団
健
診
（
関
宿
地
域
） 

 

【
要
件
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方 

①
40
歳
以
上
（
年
度
末
年
齢
）
の
方
で
、
集
団

健
診
の
受
診
日
に
野
田
市
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方 

②
特
定
健
診
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方 

【
申
請
方
法
】 

・
受
付
時
間
：
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で 

・
電
話
又
は
窓
口（
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
関
宿
保

健
セ
ン
タ
ー
）
で
予
約 

 

【
日
程
】
完
全
予
約
制 

※
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
と
結
核
・
肺
が
ん
検
診
も

特
定
健
診
と
同
日
に
受
診
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

【
問
合
せ
】 

保
健
セ
ン
タ
ー 

 
 

☎
７
１
２
５
‐
１
１
８
８ 

関
宿
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
７
１
９
８
‐
５
０
１
１ 

  
 

還
付
金
詐
欺
に 

 
 
 
 
 
 

ご
注
意
を
！ 

 

市
役
所
や
年
金
事
務
所
な
ど
公
的
機
関
の

職
員
を
名
乗
り
、
医
療
費
等
の
還
付
金
手
続

の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し
て
送
金
さ
せ
る

「
還
付
金
詐
欺
」
が
発
生
し
て
い
ま
す
。 

 

市
役
所
で
は
、
還
付
金
の
受
け
取
り
に
つ

い
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
手
続
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
る
電
話
は
「
詐

欺
」
と
考
え
、
相
手
に
せ
ず
、
す
ぐ
に
最
寄

り
の
警
察
署
又
は
振
り
込
め
詐
欺
相
談
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
お
問
合
せ
】 

○
野
田
警
察
署 

 
 

☎
７
１
２
５-

０
１
１
０ 

○
電
話
de
詐
欺
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
１
２
０-

４
９
４-

５
０
６ 
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すこやか笑顔と健康を守る 

人
間
ド
ッ
ク
費
用
助
成
や 

 

無
料
の
健
診
で
健
康
づ
く
り
を
支
援 

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
に
、
疾
病
の
予
防
や
早

期
発
見
、
健
康
増
進
を
図
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
、
人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
の
一
部

助
成
、
無
料
の
特
定
健
康
診
査
・
若
者
健
康
診
査
や
集
団
検
診
を
実
施
し
て
い
ま

す
。 

12

月
3

日
㊍ 

11

月
25

日
㊌ 

10

月
25

日
㊐ 

健
診
日 

関
宿 

公
民
館 

関
宿
保
健 

セ
ン
タ
ー 

関
宿
中
央 

公
民
館 

会
場 

50
人 人 人 

定
員 

9
時
～
9
時
30
分 

9
時
30
分
～
10
時 

10
時
～
10
時
30
分 

10
時
30
分
～
11
時 

受
付
時
間 

（
予
約
時
に
選
択
） 



〔2〕 

 

  

国
保
運
営
の
現
状 

 

令
和
元
年
度
の
国
保
財
政
は
、
被
保
険
者
数
の
減
少
等

に
よ
り
歳
入
、
歳
出
と
も
に
減
少
と
な
り
ま
し
た
。 

 

歳
入
の
総
額
は
約
177

億
５
千
万
円
で
、
加
入
者
の
皆
さ

ま
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
保
料
（
税
）
は
、
全
体
の
20 

        

  

％
の
約
34
億
９
千
万
円
を
占
め
、
被
保
険
者
数
の
減
に
よ

り
前
年
度
に
比
べ
、約
４
億
５
千
万
円
の
減
収
と
な
り
ま
し

た
。 歳

出
の
総
額
は
約
175

億
７
千
万
円
で
、
主
な
支
出
は
、
保

険
給
付
費
の
約
121

億
５
千
万
円
で
、
支
出
全
体
の
69
％
を

占
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
際
に
保
険 

 

 

者
負
担
分
と
し
て
、医
療
機
関
に
支
払
い
を
し
た
金
額
で
、

前
年
度
に
比
べ
、
約
３
億
４
千
万
円
減
少
し
て
い
ま
す
。 

平
成
30
年
度
か
ら
は
国
保
の
広
域
化
に
伴
い
、
千
葉

県
と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
を
運
営
し
て
お
り
、
県
全

体
の
保
険
給
付
費
に
見
合
う
納
付
金
を
、
各
市
の
医
療

費
や
所
得
等
の
状
況
に
応
じ
て
千
葉
県
に
納
め
て
い
ま

す
。 

    

国
保
財
政
の
安
定
化
に
向
け
て 

  

国
保
料
（
税
）
の
徴
収
対
策
は
、
国
保
財
政
安
定
の
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
加
入
者
間
の
負
担
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
に
も
大
変
重
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
日
曜
・
夜
間

の
納
付
相
談
窓
口
の
開
設
や
、
滞
納
者
に
対
す
る
給
与

や
預
金
等
の
差
押
え
等
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
ま

す
。 ま

た
、
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
保
健
事
業

（
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
・
若
者
健
診
や
人
間
ド
ッ

ク
検
査
費
用
助
成
）
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
疾
病
の
予

防
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
と
い
っ
た
健
康
管
理
や
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
を
促
進
す
る
な
ど
、
医

療
費
の
節
約
を
図
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
取
組
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

国
保
財
政
の
安
定
化
の
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

    

 

国
保
特
別
会
計
の
運
営
状
況
に
つ
い
て 

国
民
健
康
保
険
は
、
職
場
な
ど
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い

方
を
対
象
と
し
た
医
療
保
険
で
す
。 

加
入
者
の
皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
料
と
、
国
や
県
の
負
担
金
や
交
付
金
な
ど
を
財

源
と
し
て
、
市
と
県
が
一
体
と
な
っ
て
運
営
し
て
い
ま
す
。 

令和元年度 

 
歳出総額 175.7億円 

歳入総額 177.5億円 



〔3〕 

 

近
年
、
接
骨
院
や
整
骨
院
等
が
皆
さ
ま
の
身

近
に
あ
り
、
気
軽
に
ご
利
用
に
な
る
方
が
多
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
施
術
を
受
け
る
場

合
、
健
康
保
険
が
「
使
え
る
も
の
」
と
「
使
え

な
い
も
の
」
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

柔
道
整
復
師
へ
の
か

か
り
方
を
正
し
く
ご
理

解
い
た
だ
い
た
上
で
、
施

術
を
受
け
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。 

 

■
健
康
保
険
が
使
え
る
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
部
自
己
負
担
） 

○
骨
折
、
不
全
骨
折
、
脱
臼 

 

（
医
師
の
同
意
書
が
必
要
で
す
。
但

し
、
応
急
手
当
の
場
合
は
不
要
） 

○
急
性
の
外
傷
性
の
捻
挫
・
打
撲
・
挫

傷
（
肉
離
れ
な
ど
） 

■
健
康
保
険
が
使
え
な
い
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
全
額
自
己
負
担
） 

×

日
常
生
活
に
よ
る
疲
れ
、
体
調
不
良

や
単
な
る
肩
こ
り 

×

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
よ
る
肉
体
疲
労 

×

病
気
（
神
経
痛
・
五
十
肩
・
ヘ
ル
ニ

ア
等
）
か
ら
く
る
痛
み 

×

脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病 

■
治
療
を
う
け
る
と
き
の
注
意 

①
負
傷
原
因
を
正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

負
傷
原
因
が
外
傷
性
で
な
い
場
合
や

労
働
災
害
・
通
勤
災
害
の
場
合
は
、
健 

 

 康
保
険
が
使
え
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な

原
因
で
負
傷
し
た
か
を
柔
道
整
復
師

に
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。 

②
療
養
費
支
給
申
請
書
に
は
、
内
容
を
確

認
し
て
か
ら
必
ず
自
分
で
署
名
又
は 

 

捺
印
し
て
く
だ
さ
い
。 

    

③
施
術
が
長
期
間
に
わ
た
る
場
合
は
、か
か

り
つ
け
の
医
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。 

症
状
の
改
善
が
見
ら
れ
な
い
場
合
、

内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

か
か
り
つ
け
の
医
師
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。 

 

～
医
療
費
節
約
の
ポ
イ
ン
ト
～ 

 

①
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
「
は
し
ご
受

診
」
や
「
重
複
受
診
」
を
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う 

「
は
し
ご
受
診
」
や
「
重
複
受
診
」
は
受

診
す
る
た
び
に
自
己
負
担
金
を
支
払
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
薬
の
重
複
使
用
等
で
体
に
も
悪

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。 

②
緊
急
時
以
外
は
診
療
時
間
内
に
受
診

し
ま
し
ょ
う 

診
療
時
間
外
に
受
診
す
る
と
加
算
料
が

加
算
さ
れ
た
り
す
る
た
め
、
医
療
費
が
高

く
な
り
、
自
己
負
担
金
が
増
え
て
し
ま
い

ま
す
。 

③
領
収
書
・
明
細
書
は
保
管
し
ま
し
ょ
う 

ど
ん
な
医
療
行
為
を
受
け
、
そ
れ
に
よ

り
い
く
ら
の
医
療
費
が
か
か
っ
た
の
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
、
請
求
間
違
い
な
ど
に

も
気
が
つ
き
や
す
く
な
り
ま
す
。 

④
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用
し
ま

し
ょ
う 

生
活
習
慣
病
（
脂
質
異
常
症
や
高
血
圧

症
、
糖
尿
病
な
ど
）
な
ど
の
慢
性
的
な
病
気

で
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
薬
の
服
用
が
必

要
な
人
の
場
合
は
、
薬
剤
の
自
己
負
担
金

が
大
き
く
減
額
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
初
め
て
使
用
す
る
お
薬
が
長
期

間
出
さ
れ
た
場
合
、
ご
自
身
の
体
質
な
ど

を
お
医
者
さ
ん
と
よ
く
相
談
し
、
体
質
に

合
わ
な
い
可
能
性
の
あ
る
お
薬
は
、
短
期

間
で
出
し
て
も
ら
う
な
ど
、
不
要
な
お
薬

が
出
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

 

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者(

加
害
者)

の

行
為
が
原
因
で
負
傷
し
た
と
き
の
治
療
費

は
、
原
則
と
し
て
加
害
者
が
負
担
す
べ
き

も
の
で
す
が
、
届
出
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
保
で
治
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 

交
通
事
故
に
あ
わ
れ
た
と
き
は
、
ま
ず

落
ち
着
い
て
行
動
し
、
必
ず
警
察
に
連
絡

し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
国
保
で
治
療
を
受

け
る
場
合
に
は
、
必
ず
市
役
所
に
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
加
害
者
と
の
話
し
合
い
が
つ
い

て
示
談
を
す
る
と
、
そ
の
示
談
の
内
容
が

優
先
さ
れ
る
た
め
、
国
保
で
立
て
替
え
た

保
険
給
付
費
を
加
害
者
に
請
求
で
き
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
示
談

の
前
に
市
役
所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

■
届
出
に
必
要
な
も
の 

◇
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届 

◇
交
通
事
故
証
明
書 

◇
被
保
険
者
証 

◇
印
鑑 

◇
運
転
免
許
証 

 

 

医
療
費
通
知
の
活
用
を
!! 

  

医
療
費
通
知
は
、
年
に
４
回
送
付
し
て

い
ま
す
。 

１
回
目
は
８
月
に
、
令
和
２
年
１
月
か

ら
５
月
分
の
診
療
分
の
通
知
を
送
付
し
ま

し
た
。
今
後
、
６
月
か
ら
10
月
分
を
令
和

３
年
１
月
頃
、
11
月
分
を
令
和
３
年
２
月

頃
、
12
月
分
を
令
和
３
年
３
月
頃
に
送
付

す
る
予
定
で
す
。 

医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
に
使
用
で

き
る
ほ
か
、皆
さ
ま
が
ど
こ
の
医
療
機
関
に

受
診
し
た
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
確
定
申
告
の
際
に
、
医
療
費
通
知
が

な
い
分
に
つ
い
て
は
、領
収
書
に
基
づ
い
て

作
成
し
た
明
細
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

医
療
費
通
知
に
、皆
さ
ま
が
受
診
し
て
い

な
い
医
療
機
関
名
の
記
載
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
国
保
年
金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

交
通
事
故
に
あ
わ
れ
た
と
き
は 

柔
道
整
復
師
に
よ
る
施
術
を
受
け
る
方
へ 



〔4〕 

 

退
職
な
ど
で
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め

た
と
き
は
『
国
保
に
加
入
す
る
届
出
』
、

就
職
な
ど
で
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

と
き
は
『
国
保
を
や
め
る
届
出
』
が
必
要

で
す
。 

 ■
国
保
に
加
入
す
る
届
出
が
遅
れ
る
と
… 

国
保
料
は
、
加
入
の
届
出
を
行
っ
た
日

で
は
な
く
、
国
保
の
資
格
を
取
得
し
た
日

（
職
場
を
退
職
し
た
翌
日
）
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。 届

出
を
し
な
い
間
は
保
険
証
が
な
い
た

め
、
そ
の
間
に
か
か
っ
た
医
療
費
は
、

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。 

■
国
保
を
や
め
る
届
出
が
遅
れ
る
と･･･ 

 

や
め
る
届
出
を
す
る
ま
で
の
間
は
、
国

保
の
加
入
者
と
し
て
国
保
料
の
納
付
を
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
健
康
保
険
料
と
二

重
に
納
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
国
保
を
や
め
る
日
は
、
職
場
の
健

康
保
険
証
が
交
付
さ
れ
た
日
で
は
な
く
、
健

康
保
険
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
と
な

り
ま
す
。
職
場
の
健
康
保
険
証
が
手
元
に
届

く
ま
で
の
間
に
医
療
機
関
等
を
受
診
し
た
い

場
合
は
、
職
場
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
う
っ

か
り
国
保
の
保
険
証
で
医
療
機
関
等
を
受
診

し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
国
保
が
負
担
し
た

医
療
費
を
後
で
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

※
国
保
料
は
、
や
め
る
届
出
を
行
っ
た
後
に

再
計
算
し
、
変
更
に
な
る
場
合
は
翌
月
以
降

に
変
更
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。 

【
保
険
証
を
使
う
と
き
の
注
意
事
項
】 

○
医
療
機
関
等
で
受
診
さ
れ
る
場
合
は
、
必 

ず
保
険
証
を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
住
所
な
ど
保
険
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
14
日
以
内
に
保
険
証
を
添
え

て
、
市
役
所
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

○
交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使
用
す
る
と

き
は
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

○
他
人
の
保
険
証
を
使
用
し
た
り
、
保
険
証

を
偽
造
す
る
な
ど
、
不
正
に
保
険
証
を
使
用

し
た
場
合
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て

懲
役
の
処
分
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

国
保
に
加
入
す
る
と
き 

 
 
 

や
め
る
と
き
の
手
続
は
14
日
以
内
に 

届出をするとき 届出に必要なもの 

職場の健康保険

をやめたとき 

・健康保険資格喪失証明書 

・届出人の本人確認書類 

 （運転免許証など） 

・個人番号の分かるもの 

 （加入する方全員分） 

・年金手帳 

職場の健康保険

に加入したとき 

・国保の保険証 

・職場の健康保険証 

・届出人の本人確認書類 

 （運転免許証など） 

・個人番号の分かるもの 

     
 

国
保
料
の
納
付
は 

 
  

 

便
利
な
口
座
振
替
で

!! 
 

  

口
座
振
替
（
自
動
振
込
）
は
、
金
融
機

関
な
ど
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ

の
心
配
も
な
く
便
利
で
す
。 

 

市
内
金
融
機
関
と
収
税
課
及
び
国
保
年

金
課
窓
口
に
あ
る
所
定
の
口
座
振
替
依
頼

書
を
記
入
し
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
み
時
の
注
意
事
項
な
ど
】 

・
持
ち
物 

預
貯
金
通
帳
及
び
届
出
印 

・
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。 

・
廃
止
届
出
を
し
な
い
限
り
、
次
年
度
以

降
も
口
座
振
替
は
継
続
さ
れ
ま
す
。 

※
10
月
よ
り
、
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

受
付
サ
ー
ビ
ス
」
を
開
始
し
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
10
月
１
日
号
の
市
報
ま
た

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

【
HP
検
索
】 

１
０
２
７
６
６
３ 

  

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
等
で
も 

 
 

国
保
料
の
納
付
が
で
き
ま
す 

 

納
付
の
際
は
、
納
期
や
金
額
、
期
別
を
よ

く
ご
確
認
の
う
え
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。た

だ
し
、
納
期
限
を
過
ぎ
た
納
付
書
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
。（
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
銀
行

で
は
ご
納
付
い
た
だ
け
ま
す
。
） 

な
お
、
領
収
証
書
は
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。 

     

納
付
相
談
窓
口
の
ご
案
内 

 

【
受
付
】
市
役
所
２
階 

収
税
課 

【
開
設
時
間
】
月
・
水
・
金
曜
日
‥
８
時
30

分
～
17
時
15
分 

火
・
木
曜
日
‥
８
時
30
分
～
20
時 

日
曜
日
（
第
２
・
第
４
日
曜
日
）
‥
８
時
30

分
～
17
時
15
分 

※
土
曜
日
、
祝
日
（
日
曜
日
除
く
）
及
び
年

末
年
始
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。 

 

 

 

               

 
 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の 

 
 
 

健
康
保
険
証
利
用
が
始
ま
り
ま
す 

  

令
和
３
年
３
月
よ
り
医
療
機
関
・
薬
局
な

ど
で
順
次
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保

険
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。 

 

こ
れ
に
よ
り
医
療
機
関
や
薬
局
で
の
受
付

が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
ほ
か
、
将
来
的
に
限
度

額
適
用
認
定
証
が
な
く
て
も
限
度
額
以
上
の

一
時
的
な
支
払
い
が
不
要
に
な
っ
た
り
、
自

分
の
特
定
健
診
情
報
や
薬
剤
情
報
を
確
認
で

き
る
よ
う
に
な
る
予
定
で
す
。 

 

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に

は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
※
）
か
ら
利
用
の

申
込
み
が
必
要
で
す
。 

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル 

 

子
育
て
や
介
護
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
手

続
の
検
索
や
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
で
き
た
り
、
行
政
か
ら
の
お
知
ら

せ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
専
用
の

サ
イ
ト
で
す
。 

 

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
】 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

 
 
 
 

☎
０
１
２
０
‐
９
５
‐
０
１
７
８ 

 

受
付
時
間
（
年
末
年
始
を
除
く
） 

 
 
 

平
日 

９
時
30
分
～
20
時 

 
 

土
日
祝 

９
時
30
分
～
17
時
30
分 


